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（参考４）その他参考資料 

 本ガイドラインの他、農機の自動走行に関する資料として以下がある。 

 

参考4-1 自動走行農機等に対応した農地基盤整備の手引き 

（https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/kizyun/attach/tebiki.html） 

水田のほ場整備計画を作成するに当たって、自動走行農機等の導入・利用に対応する

ための基本的な考え方や留意点を整理する。土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整

備（水田）」基準書・技術書を補足する技術資料に位置付けられる。 

対象とする先端技術は、自動化技術の開発が著しいトラクタ、田植機、コンバインの

ほかに、営農の効率化に資する自走式草刈り機、自動給水栓を中心に現在開発中の新技

術についても参考情報として盛り込むこととされている。また、対象とする農業機械の

自動化レベルは、「使用者が搭乗した状態での自動化」及び「ほ場内やほ場周辺からの監

視下での無人状態での自動走行」とされている。 
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参考4-2 農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン 

（https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/gizyutu/210326.html） 

ロボット技術を組み込んで自動的に走行又は作業を行う車両系の農業機械（以下「ロ

ボット農機」という。）の安全性を確保することを目的として、リスクアセスメントの実

施など安全性確保の原則、関係者の役割等についての指針を示すものである。 

本ガイドラインは、ロボット農機に使用者が搭乗せずに無人で自動走行させる方法

（使用者が、ほ場内やほ場周囲から監視する方法又は同一のほ場内で協調して作業する

ほかの農業機械に搭乗して監視する方法に限る。）によって、屋外ほ場等の開放系での

農作業に用いる以下のロボット農機について適用し、当該ロボット農機の設計、製造、

輸入、販売、設置、管理、使用及び修理の各段階を対象とする。 

・トラクタ（衛星測位情報を利用して自動走行するもの）  

・茶園管理用自走式農業機械  

・田植機（衛星測位情報を利用して自動走行するもの）  

・自走式草刈機（衛星測位情報を利用して自動走行するもの）  

・自走式小型汎用台車（衛星測位情報を利用して自動走行するもの） 

 

 




